
福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 運 用 管 理 規 程 （ 平 成 十 四 年 八 月 福 岡 県 訓 令 第 十 三 号 ） 新 旧 対 照 表  

 改  正 案  現  行 
福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び  

福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム 運 用 管 理 規 程  

福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 運 用  

管 理 規 程  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 一 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡

県 附 票 連 携 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ （ シ ス テ ム の 機 密 性 、

正 確 性 及 び 継 続 性 の 維 持 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 確 保 す る

た め の 運 用 管 理 に つ い て は 、 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 四 十 二

年 法 律 第 八 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 、 住 民 基 本 台 帳

法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 二 年 政 令 第 二 百 九 十 二 号 ） 、 住 民 基 本

台 帳 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年 自 治 省 令 第 三 十 五 号 ） 、 電 気

通 信 回 線 を 通 じ た 送 信 又 は 磁 気 デ ィ ス ク の 送 付 の 方 法 並 び

に 磁 気 デ ィ ス ク へ の 記 録 及 び そ の 保 存 の 方 法 に 関 す る 技 術

的 基 準 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 告 示 第 三 百 三 十 四 号 。 以 下 「 告

示 」 と い う 。 ） 、 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 （ 平 成 十

四 年 福 岡 県 条 例 第 八 号 ） 及 び 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 細

則 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 規 則 第 五 十 六 号 ） （ 以 下 こ れ ら を 「

関 係 法 令 」 と い う 。 ） に 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の

訓 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 一 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の セ キ ュ

リ テ ィ （ シ ス テ ム の 機 密 性 、 正 確 性 及 び 継 続 性 の 維 持 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） を 確 保 す る た め の 運 用 管 理 に つ い て は 、

住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 四 十 二 年 法 律 第 八 十 一 号 。 以 下 「 法

」 と い う 。 ） 、 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 二 年 政 令

第 二 百 九 十 二 号 ） 、 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 規 則 （ 平 成 十 一 年

自 治 省 令 第 三 十 五 号 ） 、 電 気 通 信 回 線 を 通 じ た 送 信 又 は 磁

気 デ ィ ス ク の 送 付 の 方 法 並 び に 磁 気 デ ィ ス ク へ の 記 録 及 び

そ の 保 存 の 方 法 に 関 す る 技 術 的 基 準 （ 平 成 十 四 年 総 務 省 告

示 第 三 百 三 十 四 号 。 以 下 「 告 示 」 と い う 。 ） 、 福 岡 県 住 民

基 本 台 帳 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 条 例 第 八 号 ） 及 び

福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 四 年 福 岡 県 規 則 第

五 十 六 号 ） （ 以 下 こ れ ら を 「 関 係 法 令 」 と い う 。 ） に 定 め

が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 訓 令 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  （ 用 語 の 定 義 ）  

第 二 条 こ の 訓 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は

、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 二 条 こ の 訓 令 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は

、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 削 る ）  一 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 告 示 第 一 の 一 に

規 定 す る 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を い う 。  

一 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 告 示 第 一

の 一 に 規 定 す る 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の う

ち 、 本 県 が 整 備 し 、 運 用 管 理 を 行 う も の で 、 県 サ ー バ 、

端 末 機 、 電 気 通 信 回 線 、 電 気 通 信 関 係 装 置 （ 地 方 公 共 団

体 情 報 シ ス テ ム 機 構 （ 以 下 「 機 構 」 と い う 。 ） が 本 県 の

委 託 に よ り 設 置 し た 電 気 通 信 関 係 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ

。 ） 及 び プ ロ グ ラ ム 等 に よ り 構 成 さ れ る シ ス テ ム を い う

。  

二 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 住 民 基 本

台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の う ち 、 本 県 が 整 備 し 、 運 用

管 理 を 行 う も の で 、 県 サ ー バ 、 端 末 機 、 電 気 通 信 回 線 、

電 気 通 信 関 係 装 置 （ 地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 （ 以

下 「 機 構 」 と い う 。 ） が 本 県 の 委 託 に よ り 設 置 し た 電 気

通 信 関 係 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 及 び プ ロ グ ラ ム 等 に

よ り 構 成 さ れ る シ ス テ ム を い う 。  

二 福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム 告 示 第 一 の 二 に 規 定 す る 附

票 連 携 シ ス テ ム の う ち 、 本 県 が 整 備 し 、 運 用 管 理 を 行 う

も の で 、 附 票 県 サ ー バ 、 端 末 機 、 電 気 通 信 回 線 、 電 気 通

信 関 係 装 置 及 び プ ロ グ ラ ム 等 に よ り 構 成 さ れ る シ ス テ ム

を い う 。  

（ 新 設 ）  

三 県 サ ー バ 告 示 第 一 の 四 に 規 定 す る 都 道 府 県 サ ー バ で

あ っ て 本 県 が 管 理 す る も の を い う 。  

三 県 サ ー バ 告 示 第 一 の 三 に 規 定 す る 都 道 府 県 サ ー バ で

あ っ て 本 県 が 管 理 す る も の を い う 。  

四 附 票 県 サ ー バ 告 示 第 一 の 五 に 規 定 す る 附 票 都 道 府 県

サ ー バ で あ っ て 本 県 が 管 理 す る も の を い う 。  

（ 新 設 ）  

五 端 末 機 県 サ ー バ 若 し く は 告 示 第 一 の 六 に 規 定 す る 機

構 サ ー バ に 保 存 若 し く は 記 録 さ れ た 本 人 確 認 情 報 （ 法 第

三 十 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 本 人 確 認 情 報 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） 又 は 附 票 県 サ ー バ 若 し く は 告 示 第 一 の 七 に 規 定

四 端 末 機 県 サ ー バ 又 は 機 構 サ ー バ に 保 存 又 は 記 録 さ れ

た 本 人 確 認 情 報 （ 法 第 三 十 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 本 人

確 認 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 法 令 の 定 め る 事 務 に 利

用 す る た め の 本 県 の 端 末 機 を い う 。  



 改  正 案  現  行 

す る 附 票 機 構 サ ー バ に 保 存 若 し く は 記 録 さ れ た 附 票 本 人

確 認 情 報 （ 法 第 三 十 条 の 四 十 一 第 一 項 に 規 定 す る 附 票 本

人 確 認 情 報 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 法 令 の 定 め る 事 務 に

利 用 す る た め の 本 県 の 端 末 機 を い う 。  

（ 削 る ）  五 機 構 サ ー バ 告 示 第 一 の 四 に 規 定 す る 機 構 サ ー バ を い

う 。  

六 情 報 資 産 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

及 び 福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム を 構 成 す る 全 て の 情 報 並 び

に ソ フ ト ウ ェ ア 、 ハ ー ド ウ ェ ア 、 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 記 録

媒 体 を い う 。  

六 情 報 資 産 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

を 構 成 す る 全 て の 情 報 並 び に ソ フ ト ウ ェ ア 、 ハ ー ド ウ ェ

ア 、 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び 記 録 媒 体 を い う 。  

（ 削 る ）  七 県 ネ ッ ト ワ ー ク 本 県 の 市 町 村 が 整 備 し た コ ミ ュ ニ ケ

ー シ ョ ン サ ー バ と 県 サ ー バ と の 間 で 本 人 確 認 情 報 等 の 通

知 を 行 う た め に 本 県 が 整 備 し た 電 気 通 信 回 線 及 び 電 気 通

信 関 係 装 置 を い う 。  

（ 削 る ）  八 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン サ ー バ 告 示 第 一 の 二 に 規 定 す る

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン サ ー バ を い う 。  

七 ～ 十 一 （ 略 ）  九 ～ 十 三 （ 略 ）  

（ 運 用 管 理 及 び 利 用 の 基 本 ）  （ 運 用 管 理 及 び 利 用 の 基 本 ）  

第 三 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡

県 附 票 連 携 シ ス テ ム の 運 用 管 理 及 び 利 用 は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 基 本 と し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

第 三 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用 管

理 及 び 利 用 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 と し て 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

一 （ 略 ）  一 （ 略 ）  

二 本 人 確 認 情 報 及 び 附 票 本 人 確 認 情 報 等 の 個 人 情 報 の 保

護 に 最 大 限 配 慮 す る こ と 。  

二 本 人 確 認 情 報 等 の 個 人 情 報 の 保 護 に 最 大 限 配 慮 す る こ

と 。  

三 本 人 確 認 情 報 及 び 附 票 本 人 確 認 情 報 を 最 新 か つ 正 確 な

状 態 に 保 持 す る こ と 。  

三 本 人 確 認 情 報 を 最 新 か つ 正 確 な 状 態 に 保 持 す る こ と 。  

四 本 人 確 認 情 報 及 び 附 票 本 人 確 認 情 報 の 事 務 処 理 の 継 続

性 を 確 保 す る こ と 。  

四 本 人 確 認 情 報 の 事 務 処 理 の 継 続 性 を 確 保 す る こ と 。  

五 （ 略 ）  五 （ 略 ）  

六 情 報 資 産 を 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

及 び 福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム の 本 来 の 目 的 を 超 え て 使 用

及 び 利 用 し な い こ と 。  

六 情 報 資 産 を 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

の 本 来 の 目 的 を 超 え て 使 用 及 び 利 用 し な い こ と 。  

七 （ 略 ）  七 （ 略 ）  

（ セ キ ュ リ テ ィ 総 括 責 任 者 ）  （ セ キ ュ リ テ ィ 総 括 責 任 者 ）  

第 四 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡

県 附 票 連 携 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 総 合 的 に 実 施 す

る た め 、 セ キ ュ リ テ ィ 総 括 責 任 者 を 置 く 。  

第 四 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の セ キ ュ

リ テ ィ 対 策 を 総 合 的 に 実 施 す る た め 、 セ キ ュ リ テ ィ 総 括 責

任 者 を 置 く 。  

２ （ 略 ）  ２ （ 略 ）  

３ セ キ ュ リ テ ィ 総 括 責 任 者 は 、 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト

ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ

ィ 対 策 を 総 括 し 、 並 び に 緊 急 時 に お け る 対 応 策 を 決 定 し 、

及 び 実 施 す る 。  

３ セ キ ュ リ テ ィ 総 括 責 任 者 は 、 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト

ワ ー ク シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 総 括 し 、 並 び に 緊 急

時 に お け る 対 応 策 を 決 定 し 、 及 び 実 施 す る 。  

（ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 ）  （ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 ）  



 改  正 案  現  行 
第 五 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡

県 附 票 連 携 シ ス テ ム の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 管 理 を 行 う た め

、 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 を 置 く 。  

第 五 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 適 正 か

つ 円 滑 な 運 用 管 理 を 行 う た め 、 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理

者 を 置 く 。  

２ （ 略 ）  ２ （ 略 ）  

（ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 の 業 務 ）  （ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 の 業 務 ）  

第 六 条 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を

行 う 。  

第 六 条 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を

行 う 。  

一 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム の 運 用 管 理 を 行 う こ と 。  

一 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用 管 理

を 行 う こ と 。  

二 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 実 施 状 況 を 定 期

的 に 検 証 す る こ と 。  

二 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の セ キ ュ リ

テ ィ 対 策 の 実 施 状 況 を 定 期 的 に 検 証 す る こ と 。  

三 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム に 係 る 苦 情 を 処 理 す る こ と 。  

三 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に 係 る 苦 情

を 処 理 す る こ と 。  

四 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム の 運 用 管 理 及 び 利 用 に 関 す る 研 修 （ 職

員 研 修 所 長 が 実 施 す る も の を 除 く 。 ） を 実 施 す る こ と 。  

四 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用 管 理

及 び 利 用 に 関 す る 研 修 （ 職 員 研 修 所 長 が 実 施 す る も の を

除 く 。 ） を 実 施 す る こ と 。  

（ 監 査 ）  （ 監 査 ）  

第 七 条 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 は 、 福 岡 県 住 民 基 本 台

帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム の セ

キ ュ リ テ ィ 対 策 の 実 施 状 況 に つ い て 、 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー

ク に 関 し 識 見 を 有 す る 者 の 監 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

第 七 条 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 は 、 福 岡 県 住 民 基 本 台

帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 実 施 状 況 に

つ い て 、 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク に 関 し 識 見 を 有 す る 者 の 監

査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 県 サ ー バ 等 の 設 置 ）  （ 県 サ ー バ 等 の 設 置 ）  

第 八 条 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 は 、 本 庁 又 は 出 先 機 関

の 庁 内 （ 福 岡 県 庁 内 管 理 規 則 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 庁 内

を い う 。 ） に 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及

び 福 岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム の 運 用 に 必 要 な 県 サ ー バ 、 附 票

県 サ ー バ 及 び 電 気 通 信 関 係 装 置 等 の 機 器 （ 以 下 「 シ ス テ ム

機 器 等 」 と い う 。 ） を 設 置 す る と き は 、 あ ら か じ め 本 庁 の

室 内 管 理 者 又 は 出 先 機 関 の 庁 内 管 理 者 と 協 議 し な け れ ば な

ら な い 。  

第 八 条 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 は 、 本 庁 又 は 出 先 機 関

の 庁 内 （ 福 岡 県 庁 内 管 理 規 則 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 庁 内

を い う 。 ） に 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の

運 用 に 必 要 な 県 サ ー バ 及 び 電 気 通 信 関 係 装 置 等 の 機 器 （ 以

下 「 シ ス テ ム 機 器 等 」 と い う 。 ） を 設 置 す る と き は 、 あ ら

か じ め 本 庁 の 室 内 管 理 者 又 は 出 先 機 関 の 庁 内 管 理 者 と 協 議

し な け れ ば な ら な い 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  ２ ・ ３ （ 略 ）  

  

（ 本 人 確 認 情 報 又 は 附 票 本 人 確 認 情 報 の 利 用 ）  （ 本 人 確 認 情 報 の 利 用 ）  

第 十 条 本 人 確 認 情 報 又 は 附 票 本 人 確 認 情 報 の 提 供 を 受 け よ

う と す る 所 属 の 長 は 、 本 人 確 認 情 報 又 は 附 票 本 人 確 認 情 報

を 利 用 す る 事 務 の 内 容 及 び 職 員 等 を 明 ら か に し た 上 で 、 ネ

ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

第 十 条 本 人 確 認 情 報 の 提 供 を 受 け よ う と す る 所 属 の 長 は 、

本 人 確 認 情 報 を 利 用 す る 事 務 の 内 容 及 び 職 員 等 を 明 ら か に

し た 上 で 、 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 に 申 請 し 、 そ の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 所 属 の 長 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 の 求 め

に 応 じ 、 本 人 確 認 情 報 又 は 附 票 本 人 確 認 情 報 の 利 用 状 況 等

を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 所 属 の 長 は 、 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 管 理 者 の 求 め

に 応 じ 、 本 人 確 認 情 報 の 利 用 状 況 等 を 報 告 し な け れ ば な ら

な い 。  

  

（ 外 部 委 託 ）  （ 外 部 委 託 ）  



 改  正 案  現  行 
第 十 二 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福

岡 県 附 票 連 携 シ ス テ ム の 運 用 管 理 の 業 務 は 、 そ の 一 部 を 委

託 （ 以 下 「 外 部 委 託 」 と い う 。 ） す る こ と が で き る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委 託 先 事 業 者 は 、 十 分 な 個 人 情

報 保 護 措 置 を 行 う こ と が で き る 者 で な け れ ば な ら な い 。  

第 十 二 条 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用

管 理 の 業 務 は 、 そ の 一 部 を 委 託 （ 以 下 「 外 部 委 託 」 と い う

。 ） す る こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 委

託 先 事 業 者 は 、 十 分 な 個 人 情 報 保 護 措 置 を 行 う こ と が で き

る 者 で な け れ ば な ら な い 。  

２ 外 部 委 託 に 関 す る 契 約 の 締 結 に 際 し て は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 事 項 を 契 約 書 に 明 記 す る も の と す る 。  

２ 外 部 委 託 に 関 す る 契 約 の 締 結 に 際 し て は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 事 項 を 契 約 書 に 明 記 す る も の と す る 。  

一 （ 略 ）  一 （ 略 ）  

二 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム に 関 す る 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 の 保 管

、 返 還 及 び 廃 棄 に 関 す る 事 項  

二 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に 関 す る 情

報 が 記 録 さ れ た 資 料 の 保 管 、 返 還 及 び 廃 棄 に 関 す る 事 項  

三 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム に 関 す る 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 の 目 的

外 使 用 、 複 製 ・ 複 写 及 び 第 三 者 へ の 提 供 の 禁 止 に 関 す る

事 項  
三 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に 関 す る 情

報 が 記 録 さ れ た 資 料 の 目 的 外 使 用 、 複 製 ・ 複 写 及 び 第 三

者 へ の 提 供 の 禁 止 に 関 す る 事 項  

四 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県

附 票 連 携 シ ス テ ム に 関 す る 情 報 の 秘 密 保 持 に 関 す る 事 項  

四 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に 関 す る 情

報 の 秘 密 保 持 に 関 す る 事 項  

五 ・ 六 （ 略 ）  五 ・ 六 （ 略 ）  

附 則  

１ （ 略 ）  

２ 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 及 び 福 岡 県 附

票 連 携 シ ス テ ム の 運 用 状 況 及 び 情 報 技 術 の 進 展 状 況 等 を 踏

ま え 、 適 宜 、 こ の 訓 令 の 見 直 し を 行 う も の と す る 。  

附 則  

１ （ 略 ）  

２ 福 岡 県 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム の 運 用 状 況 及

び 情 報 技 術 の 進 展 状 況 等 を 踏 ま え 、 適 宜 、 こ の 訓 令 の 見 直

し を 行 う も の と す る 。  

 


